
　新しく理事になられた方へ


　そもそも理事って何をするの？

　理事はマンションの最高の意思決定機関である総会で決議された事項を執行する機関（理事会）の構成員となります。
総会では大きく次の4つが決議されます。
①収支決算案・事業報告案
②管理会社との管理委託契約の更新案
③収支予算案・事業計画案
④役員（理事・監事）選任案
その他、総会提案議案（規約改正・大規模修繕工事など）


1　最初にすること

　(1) 役職を決める
  一般的には第1回目の理事会で理事長・副理
事長・会計担当理事などの役職を決めます。

　(2) 引継ぎを行う
　　チェックリストにより引継ぎを行います。
　　理事長は書類・印鑑など多くの引継ぎがあり
　ます。特に共用部分などの鍵の種類・本数を確
認して下さい。
　　管理会社任せにしていると何年も確認されな
　いケースもあります。

　(3) 自分たちのマンションを知る
　　長年住んでいても意外と知らない建築や設備
　などがあります。管理会社に管理委託していれ
　ば協力していただき、建物全体、特に屋上・変
　電室・エレベーター機械室・各配電盤・パイプ
　スペース・機械式駐車場などを確認します。

　(4) 管理規約を把握する
　　マンションのルールである管理規約を通読
　し、どのような細則があるかも確認します。

　(5) 管理会社との委託契約内容を把握する
　　現行の委託内容を確認し、どの業務をどこま
　で委託しているか把握します。

　(6) 長期修繕計画を確認する
　　長期修繕計画と予算の確認をします。
　　見方が分からない場合は前任者や管理会社か
　ら説明を受けます。
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2　理事会での議題

　①前回議事録確認  
　②収納状況
　③収支状況
　④各種設備点検内容・不具合箇所
　⑤苦情トラブル
　⑥懸案事項（管理費・修繕積立金の滞納ほか）
　⑦規約改正・大規模修繕工事などの検討状況
　　報告
　　①～⑥は通常、管理会社より報告
　　⑦は専門委員会や担当理事より報告
　⑧総会関係の準備
　⑨次回の予定




　※理事会は毎月の開催が望まれます。
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